
















仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 
 
１ 本特記仕様書は佐伯区内公園施設維持管理業務（単価契約）（以下「業務」という。）

に適用する。 
 
２ 業務の実施 

受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。 

 
３ 本業務の実施に当たっては、土木施工管理技士又は造園施工管理技士の資格を有する

者又は建設業法第７条第２号イ又はロに該当する者(土木一式工事又は造園工事に限

る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。 
 
４ 本業務により指定副産物が発生する場合は、下記の場所に搬入することとする。なお、

指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所

がない場合は、発注者と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業

廃棄物に該当する指定副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。 
  また、産業廃棄物については、発注者が提出を求めた時にマニフェストＡ，Ｂ２，Ｄ，

Ｅ票（１次）を提示し、マニフェストＥ票の写しを提出すること。 
記 

指 定 副 産 物 搬  入  場  所 
再利用不可能な建設発生土 産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場 

コンクリート塊 中間処理の許可を有する再資源化施設 

アスファルト塊 中間処理の許可を有する再資源化施設（再生アスファルトとして再資源化可能な施設） 

発生木材 中間処理の許可を有する再資源化施設 

 
５ 安全対策 

業務の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般

交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。 
 

６ 報告事項 
⑴ 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告する

こと。また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。 

⑵ 受注者は、毎月の業務完了後速やかに、所定の業務実施報告書に作業写真を添えて、

発注者に提出し、検査を受けるものとする。 

 
７ 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとす

る。 
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